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利根川は、我が国の中枢地域である首都圏を貫流する大河川

流域面積：約１６，８４０㎢（関東地方の約１／２）

流路延長：約３２２km（２位/１０９水系）

１

特徴と課題（利根川流域の概要）

利根川は、新潟県と群馬県の県境にある大水上山に
水源を発し、大小７９４にのぼる支川を合わせながら、
関東平野を北西から南東へ貫き、千葉県野田市におい
て江戸川を分派したのち、千葉県銚子市で太平洋に注
ぐ、流路延長３２２㎞（支川含め約6,700㎞）、流域
面積１６，８４０㎢（日本の国土の約５％）に及ぶ我
が国を代表する河川です。

流域は、群馬、栃木、茨城、埼玉、千葉の各県と東
京都にまたがり、山地部約４０％、平地部約６０％と
なっており、１千万人を超える人々が生活する治水・
利水・環境の重要な役割を持つ河川であり、首都圏の
人口集中、工業化による産業の発展とともに流域の資
産も向上し、整備の必要性は益々高まっています。

利根川の概要

利根川の諸元

利根川水系平面図



東遷で現在の利根川の骨格が形成されている経緯から、利根川が破堤すると首都圏は甚大な
被害が発生。国土管理上、治水対策は極めて重要な河川

昭和22年9月洪水（カスリーン台風）による被害状況

浸水した東京都葛飾区の様子

決壊口の様子

利根川

決壊口

氾濫流は
東京まで到達

洪 水 Ｓ２２年実績 氾濫計算

破 堤 地 点 134.5km（右岸） 136km（右岸）

地 形 Ｓ２２年当時 現況

氾 濫 面 積 約４４０km2 約５３０km2

浸水区域人口 約６０万人（S22年当時） 約２３２万人（H16年推定）

被 害 額
約７０億円（S22年当時）
（一般資産＋農作物）

約３４兆円（H16年推定）
（一般資産＋農作物）

昭和22年洪水氾濫実績

利根川→

荒
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現況想定氾濫計算

利根川→

荒
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想定決壊場所

２

特徴と課題（地形特性と洪水）

もし、カスリーン台風規模の台
風に襲われ、利根川が破堤した
ら首都圏は甚大な被害が発生。
その被害額は当該地域だけでも
約34兆円と推定。



主な洪水と治水計画の変遷
1600年代 利根川の東遷
明治18年7月 洪水

流 量 ：3,700m3/s（中田）
浸 水 面 積 ：約28km2

明治23年8月 洪水
流 量 ：3,780m3/s（中田）

明治27年8月 洪水
流 量 ：3,710m3/s（中田）
浸 水 面 積 ：約276km2

明治29年9月 洪水
流 量 ：3,870m3/s（中田）
浸 水 面 積 ：約817km2

明治33年 利根川改修計画
計画高水流量 ：3,750m3/s（利根川上流）

明治40年8月 洪水
流 量 ：不明
浸 水 面 積 ：約780km2

明治43年8月 洪水
流 量 ：6,960m3/s（八斗島）
死者・行方不明者 ：847名

明治44年 利根川改修計画改定
計画高水流量 ：5,570m3/s（利根川上流）

昭和元年 渡良瀬遊水地工事完成（明治44年着手）
昭和10年9月 洪水
流 量 ：9,030m3/s（八斗島）
浸 水 面 積 ：約126km2
浸 水 家 屋 ：5,638戸

３

明治33年の改修計画策定以降、大規模な洪水被害の発生や流域の社会経済の発展を踏まえて、
治水計画の見直しを実施

特徴と課題（利根川の治水計画の変遷）

昭和13年6･7月 洪水
流 量 ：2,850m3/s（八斗島）

4,480m3/s（取手）
浸 水 面 積 ：約2,145km2

昭和14年 利根川増補計画
計画高水流量 ：10,000m3/s（八斗島）

昭和22年9月 洪水（カスリーン台風）
流 量 ：17,000m3/s（八斗島）
死者・行方不明者 ：1,100名
浸 水 家 屋 ：約30万戸

昭和24年 利根川改修改訂計画
基本高水のピーク流量：17,000m3/s
計画高水流量 ：14,000m3/s （八斗島）

昭和24年～ 上流ダム群整備
現在、本川八斗島上流６ダム、その他の支川４ダム完成

昭和40年 菅生・田中調節池化概成（昭和8年着手）
昭和44年 利根川・江戸川大規模引堤完成（昭和24年着手）

昭和55年 利根川工事実施基本計画
基本高水のピーク流量：22,000m3/s
計画高水流量 ：16,000m3/s（八斗島）

昭和５７年８月洪水 流量：9,100 m3/s（八斗島）
昭和５７年９月洪水 流量：8,400 m3/s（八斗島）
平成9年 渡良瀬遊水地調節池化工事概成（昭和38年着手）

平成１８年 利根川水系河川整備基本方針
基本高水のピーク流量：22,000m3/s
計画高水流量 ：16,500m3/s（八斗島）



矢木沢ダム

上流部の山岳地形を利用し、
水資源開発と併せてダムを
整備し、洪水を調節。
これまでに、本川八斗島上
流６ダム（治水容量114百
万m3）、その他の支川４ダ
ム（115百万m3）が完成。

支川合流点付近の氾濫原に
おける遊水機能を活かして、
遊水地・調節池を整備し、
洪水調節。

洪水調節施設の整備

（上流ダム群）

洪水調節施設の整備

（遊水地・調節池）

河道断面確保河道断面確保

築堤築堤

改修着手以降、築堤及び計画の変遷に伴う計画流量の増大
に対応し、大規模引堤等を実施。

今後は堤防強化対策に重点をおいた整備を推進。

堤防強化対策 高規格堤防

河道整備

田中調節池・稲戸井調節池

利
根
川
↓

田中調節池

85k付近

大利根橋

常磐線橋梁

茨
城
県
取
手
市

稲戸井調節池

千
葉
県
我
孫
子
市

河道の掘削（浚渫）により河道断面の拡幅を行い、洪水時の
水位低下を図るとともに、必要に応じて護岸や水制等を設置
し、河岸の侵食対策を実施。

利根川（本川） 91.7%

江戸川 100.0%

堤防整備率（暫定含む）

４

氾濫した場合の被害の甚大さを踏まえ、壊滅的な被害を防ぐため、洪水調節施設の整備による洪水
位の低下とあわせ、ほぼ概成している連続堤防の強化対策や高規格堤防の整備が必要

特徴と課題（利根川流域の治水対策）
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内容 ⇒基本方針、基本高水、計画高水流量等
主な河川工事の内容

工
事
実
施
基
本
計
画

工事実施基本計画
の案の作成

工事実施基本計画
の決定

河川審議会
（一級水系）意見

河
川
工
事
、
河
川
の
維
持

内容 ⇒河川整備の目標
河川工事、河川の維持の内容

原 案

河川整備計画の
決定・公表

学識経験者

意見 公聴会の開催等に
よる住民意見の反映

関係都県知事

意見

意見

河川整備計画の
案の決定

新
制
度

内容 ⇒基本方針
基本高水、計画高水流量等

河
川
整
備
基
本
方
針

河川整備基本方針
の案の作成

河川整備基本方針
の決定・公表

社会資本整備
審議会
（一級水系）
都道府県河川
審議会
（二級水系）

意見

都道府県河川審議会
がある場合

河
川
整
備
計
画

市区町村長

意見

５

河川法の改正について



再評価の考え方

「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」 第４ １（４）によると、

第４ 再評価の実施及び結果等の公表

１ 再評価の実施手続

（４） 河川事業、ダム事業については、河川法に基づき、学識経験者等から構成される委員

会等での審議を経て、河川整備計画の策定・変更を行った場合には、再評価の手続きが

行われたものとして位置付けるものとする。

「河川及びダム事業の再評価実施要領細目」 第４ １（３）によると、

第４ 再評価の実施及び結果等の公表

１ 再評価の実施手続

（３） 実施要領第４ １（４）の規定に基づき河川整備計画の策定・変更により再評価の手続き

が行われた場合には、その結果を事業評価監視委員会に報告するものとする。

６



「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」 第５ ４④によると、

第５ 再評価の手法

４ 対応方針又は対応方針（案）決定の考え方

④ 河川事業、ダム事業については、河川整備計画の策定・変更にあたり、学識経験者等か

ら構成される委員会等が設置され、審議中である場合には、その審議状況を踏まえて、当

面の事業の対応方針について判断するものとする。

７



河川整備基本方針は、長期的な観点から、国土全体のバランスを考慮し、基本高水、計画高水流量配分等、

抽象的な事項を科学的・客観的に定めるものである。

利根川水系河川整備基本方針は、河川法第１６条第１項の規定により、平成１８年２月１４日付けで定められ

た。利根川水系河川整備基本方針の審議経過を以下に示す。

利 根 川 水 系 河 川 整 備 基 本 方 針

国土交通大臣

平成１７年 ８月２６日 付議

社会資本整備審議会

〃 ９月 ５日 付託

社会資本整備審議会
河川分科会

平成１８年２月１４日
決定・公表

小委員会で
審議

大臣決定

社会資本整備審議会河川分科会
河川整備基本方針検討小委員会

【平成１７年】
①１０月 ３日 （第２１回小委員会）
利根川の治水に関する特徴と課題

②１０月１２日 （第２２回小委員会）
利根川の水利用及び環境に関する特徴と課題

③１１月 ９日 （第２４回小委員会）
治水計画と正常流量の設定

④１２月 ６日 （第２８回小委員会）
基本方針検討に関する補足説明
基本方針本文に記載すべき事項について

⑤１２月１９日 （第３０回小委員会）
基本方針の骨子及び本文

社会資本整備審議会河川分科会

平成１８年１月２３日 （第１８回河川分科会）
小委員会における審議報告及び議決

８



●河川整備基本方針の基本的な考え方
◆基本高水の検証
・既定計画策定後の水理・水文データの蓄積等を踏まえ、基本高水のピーク流量を検証
→既定計画の基本高水ピーク流量は妥当と判断し踏襲

◆高水処理計画
・実現可能性の向上（一層の合理性、経済性の確保）
→極めて困難と考えられるものの排除（上流調節施設、利根川放水路）
・既存ストックの有効活用
→各施設の潜在的なポテンシャルを引き出す（河道断面の有効活用、ダム容量再編）
・現河道計画の概ねの尊重
→被害ポテンシャルの増大に配慮し、ＨＷＬは上げない。沿川の地域社会を考慮し引堤は行わない。

沿川の土地利用の高度化など社会的状況の変化、河床の低下などの河川の状況変化等を踏まえて、より早期にかつ確実に水系全
体のバランスのとれた治水安全度の向上を図るため、効果的、効率的な整備を行う。

①八斗島地点下流や利根川下流などにおいては、河床が低下した後に近年では概ね安定しており、これを踏まえて河道分担量を増加
させる。
②中川から江戸川への排水量について、近年までの洪水実績データ等から、 中川と江戸川の洪水の時間差を考慮すると洪水ピーク時
の排水量をゼロとし500m3/s減ずることが可能。
③八斗島下流で増加する500m3/sは②の減分で相殺できることから、利根川と江戸川の分派バランスは基本的に変更しない（利根川
下流・取手：10,500m3/s、江戸川・松戸：7,000m3/s）。
④利根川放水路周辺では市街化が進行し、現計画の放水路規模では地域社会への影響が甚大で整備が困難であり、印旛沼の活用を
図りながら規模縮小。

⑤小貝川の本川ピーク時の合流量について、現計画で想定している遊水地群の洪水調節効果を近年の洪水実績から評価し、洪水調
節施設の機能向上を見込み、他支川と同様にゼロとする。

⑥中流部の河道内調節池について、周囲の堤防の安定性を確保しつつ、地下水位の影響を受けない範囲で掘削ができるようになり、
洪水調節容量を増加。

⑦八斗島上流での洪水調節量を500m3/s減ずるとともに、以下のような徹底した既存施設の有効活用等を図りながら洪水調節施設を
整備する。
・河道内調節地の掘削増など河道の有する遊水機能の一層の増強
・既存洪水調節施設の再開発による機能向上（利水容量の治水容量への振替も含めたダム群の連携・再編、ダムの嵩上げ）
・洪水調節施設の治水機能を最大限に活かせるよう、気象予測や情報技術の進展等を踏まえ、より効果的な操作ルールへの変
更

⑧その他、地域の状況に合わせたより最適な整備手法を展開。
９



利根川水系河川整備基本方針 計画高水流量図
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※基本高水流量：河川整備基本方針を策定する場合に、基準点で定める洪水の最高流量のこと。

※計画高水流量：河道を設計する場合に基本となる流量で、基本高水流量を河道とダムなどの各種洪水調節施設に合理的に配分し、各地点の計画の基本となるもの。



利根川水系は５ブロックに分割

【利根川・江戸川ブロック】
利根川流域の大臣管理区間のうち、以下の区間を
除く範囲

【渡良瀬川ブロック】
１３．５ｋｍ（栃木県藤岡町）より上流の大臣管理
区間（渡良瀬川上流のダム区間を含む）

【鬼怒川・小貝川ブロック】
鬼怒川：滝下橋（茨城県守谷市）より上流の大臣

管理区間（鬼怒川上流のダム区間を含む）

小貝川：ＪＲ常磐線（茨城県取手市）より上流の大臣
管理区間

【霞ヶ浦ブロック】
常陸川水門（茨城県神栖市）より上流の大臣管理
区間（霞ヶ浦導水区間を含む）

【中川・綾瀬川ブロック】
中川・綾瀬川の大臣管理区間（放水路区間を含む）

利根川・江戸川ブロック

渡良瀬川ブロック

鬼怒川・小貝川ブロック

霞ヶ浦ブロック

中川・綾瀬川ブロック

利 根川水系河川整備計画について

利根川水系は流域面積が１６，８４０ｋｍ2と広大で、各流域の特性が異なることから、河川整備計画の策定に当
たり、水系内を５ブロックに分割し、計画の策定作業を進めているところである。

１１



意 見 聴 取 の 状 況

有識者会議（のべ１１回開催）

設立主旨 河川整備計画を作成するに当たり学識経験者等の
意見の場として設置

【第１回】 ５つのブロック毎に単独開催(平成18年11月29日～12月4日に開催)

【第２回】 ５つのブロック毎に単独開催(平成18年12月18日～12月20日に開催)

【第３回】 ５つのブロックを同時開催(平成19年2月22日に開催)

公聴会

平成１９年２月２２日の水系全体公聴会を皮切りに各ブロック
計１９会場で公聴会を開催 （公述人 約１００名）

現在までに

約１１００件の意見
をいただいた。

公述人 約１００名

インターネット・はがき 約３００名（随時受付）

地方公共団体 約９０団体

地方公共団体

１５３団体

議事：河川整備計画の目標等（治水、環境、維持管理）について議論

議事：各種課題に対する配慮事項、各河川の現状と課題について議論

議事：河川整備計画の原案の策定に際して頂いた意見について報告

（第１回有識者会議における指摘事項について）

整 備 計 画 策 定 の 手 順

河川整備計画策定までのフローを右図に示す。

原案への反映について検討、河川管理者の
考え方を説明する資料を作成 （現在）

意見を踏まえた河川整備計画原案の作成

河 川 整 備 計 画 原 案 の 提 示

河川整備計画の原案を示した後も、今回と同様な
意見聴取や公聴会の開催を行い、頂いた意見に対
する河川管理者の対応を示し、河川整備計画（案）を
作成する。

←公聴会の様子 １２



再評価対象事業

利根川・江戸川改修事業の事業評価は、

「利根川水系工事実施基本計画」に基づく各河川改修事業について、平成１０年度第３回（Ｈ１０．１２．１４）の
事業評価監視委員会において実施され、その後、平成１４年度の第２回（Ｈ１４．１０．４）の事業評価監視委員会
において、『継続』が妥当と判断され、現在、事業を推進中である。

平成１４年度の事業評価監視委員会において評価していただいた、主な整備内容は、

①量的整備

○河道の容量を増やす対策

堤防の嵩上げ、川底の掘削、河川横断工作物（橋、堰など）の改築 等

○流量を堤下させる対策

調節池、遊水地の整備 等

・利根川上流：築堤（地盤沈下対応）、渡良瀬遊水地

・利根川下流：築堤、河道浚渫、田中・菅生・稲戸井調節池

・江戸川：築堤、流頭部改修（旧堤撤去）、行徳可動堰等改築

②質的整備

○堤防の拡幅（補強）

○護岸、根固めの設置 等

・利根川上流：堤防補強、水衝部対策、漏水対策

・利根川下流：水衝部対策、漏水対策

・江戸川：堤防補強、水衝部対策、漏水対策

③超過洪水対策

○高規格堤防（スーパー堤防）の整備
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今回、再評価の対象となるのは、前回平成１４年度に再評価していただいた内容に沿って行う事業であり、
利根川・江戸川において、現在、推進中の事業は、

利根川上流
○北川辺築堤（広域地盤沈下対策）
○首都圏氾濫区域堤防強化対策事業
○谷田川第一排水機場改築
○高規格堤防整備（新川通、上新郷、大高島）

利根川下流
○河道浚渫
○稲戸井調節池整備
○矢作樋管改築
○太田新田築堤
○高規格堤防（目吹、本宿耕地、押付）

江戸川
○左岸築堤
○首都圏氾濫区域堤防強化対策事業
○行徳可動堰改築
○高規格堤防（山王、堤台、東金町、下矢切）

１４

「利根川水系河川整備基本方針」では、基準点である八斗島地点での流量配分について、既定計画より河道
の分担量を増やしており、上記の整備メニューの必要性は今後も変わらないものと考えている。



銚子市

香取市

取手市

我孫子市

柏市

野田市

春日部市

松戸市

流山市

市川市

吉川市

葛飾区

江戸川区

坂東市

加須市

羽生市

本庄市

高崎市

伊勢崎市

神栖市

古河市

栃木県

茨城県

埼玉県

東京都東京都
千葉県

群馬県

利根川・江戸川の主要河川改修事業

稲戸井調節池

高規格堤防整備
（国土交通省） 河川防災ｽﾃｰｼｮﾝ

（国土交通省）国道356号拡幅
（千葉県）

佐原湊・湿地再生
（国土交通省・佐原市）

水防センター
（佐原市）

道の駅
（佐原市）

←利根川

水辺環境整備による川づくり

本宿耕地地区高規格堤防イメージ

高規格堤防による街づくり

高規格堤防整備
（国土交通省） 河川防災ｽﾃｰｼｮﾝ

（国土交通省）国道356号拡幅
（千葉県）

佐原湊・湿地再生
（国土交通省・佐原市）

水防センター
（佐原市）

道の駅
（佐原市）

←利根川

高規格堤防整備
（国土交通省） 河川防災ｽﾃｰｼｮﾝ

（国土交通省）国道356号拡幅
（千葉県）

佐原湊・湿地再生
（国土交通省・香取市）

水防センター
（香取市）

道の駅
（香取市）

←利根川

水辺環境整備による川づくり

本宿耕地地区高規格堤防イメージ

高規格堤防による街づくり

高規格堤防整備
（国土交通省） 河川防災ｽﾃｰｼｮﾝ

（国土交通省）国道356号拡幅
（千葉県）

佐原湊・湿地再生
（国土交通省・佐原市）

水防センター
（佐原市）

道の駅
（佐原市）

←利根川

高規格堤防整備
（国土交通省） 河川防災ｽﾃｰｼｮﾝ

（国土交通省）国道356号拡幅
（千葉県）

佐原湊・湿地再生
（国土交通省・佐原市）

水防センター
（佐原市）

道の駅
（佐原市）

←利根川

水辺環境整備による川づくり

本宿耕地地区高規格堤防イメージ

高規格堤防による街づくり

高規格堤防整備
（国土交通省） 河川防災ｽﾃｰｼｮﾝ

（国土交通省）国道356号拡幅
（千葉県）

佐原湊・湿地再生
（国土交通省・佐原市）

水防センター
（佐原市）

道の駅
（佐原市）

←利根川

高規格堤防整備
（国土交通省） 河川防災ｽﾃｰｼｮﾝ

（国土交通省）国道356号拡幅
（千葉県）

佐原湊・湿地再生
（国土交通省・香取市）

水防センター
（香取市）

道の駅
（香取市）

←利根川

水辺環境整備による川づくり

本宿耕地地区高規格堤防イメージ

高規格堤防による街づくり

首都圏氾濫堤防強化

谷田川第一排水機場

洪水時の稲戸井調節池（H13.9台風15号時）平常時の稲戸井調節池

菅生調節池

菅生調節池

稲
戸
井
調
節
池

稲
戸
井
調
節
池

田
中
調
節
池 田

中
調
節
池

洪水時の稲戸井調節池（H13.9台風15号時）平常時の稲戸井調節池

菅生調節池

菅生調節池

稲
戸
井
調
節
池

稲
戸
井
調
節
池

田
中
調
節
池 田

中
調
節
池

大高島高規格堤防

交換部品等がないため
分解整備が不可能

各部品の腐食等が著しい

機場上屋（現況）と内部の状況
【老朽化が著しい】

交換部品等がないため
分解整備が不可能

各部品の腐食等が著しい

機場上屋（現況）と内部の状況
【老朽化が著しい】

下流部浚渫・築堤

堤台地区高規格堤防

目吹高規格堤防
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利根川→



事業を取り巻く社会状況

計画策定後の主要な災害 （ 過去の災害実績 ）

１６
※Ｈ１９は速報値

発生年月日 洪水流量（実測） 河川災害 一般被害
昭和５６年８月 栗橋８，２００m3/s 漏水・河岸被害等４４箇所（利根川上流部）
（台風１５号） 取手６，４３０m3/s 漏水・河岸被害等５２箇所（利根川下流部） 床上浸水1,580棟、床下浸水3,960棟、浸水面積3,396ha

野田１，８３５m3/s 河岸被害等１２箇所（江戸川）
昭和５７年８月 栗橋１１，１００m3/s 漏水・河岸被害等４８箇所（利根川上流部）
（台風１０号） 取手７，２７０m3/s 漏水・河岸被害等３７箇所（利根川下流部）

野田２，２６０m3/s 漏水・河岸被害等１０箇所（江戸川）
昭和５７年９月 栗橋１１，６００m3/s 漏水・河岸被害等１５箇所（利根川上流部）
（台風１８号） 取手７，８００m3/s 漏水・河岸被害等２０箇所（利根川下流部） 床上浸水１６棟、床下浸水２０７棟

野田２，８１０m3/s 漏水・河岸被害等１５箇所（江戸川）
平成１０年９月 栗橋１０，５００m3/s 漏水・河岸被害等２７箇所（利根川上流部）
（台風５号） 取手８，６３０m3/s 漏水・河岸被害等１１箇所（利根川下流部） 床下浸水１０戸

野田２，１９０m3/s 漏水・河岸被害等２箇所（江戸川）
平成１３年９月 栗橋８，０００m3/s 漏水・河岸被害等６箇所（利根川上流部）
（台風１５号） 取手８，２７５m3/s 河岸洗掘２１箇所（利根川下流部） 床上浸水４戸、床下浸水５７戸、浸水面積410ha

野田２，０２０m3/s 河岸被害等２箇所（江戸川）
平成１４年７月 栗橋８，５５５m3/s 漏水・河岸被害等４箇所（利根川上流部）
（台風６号） 取手８，１１３m3/s 浸水被害４箇所（利根川下流部） 床上浸水２戸、床下浸水１２戸
平成１６年１０月 栗橋４，２１３m3/s 河岸被害等１箇所（利根川上流部）
（台風２２号） 取手４，１４３m3/s 浸水・河岸被害等１１箇所（利根川下流部） 床上浸水１戸、床下浸水９戸

野田１，３１４m3/s 河岸被害等２箇所（江戸川）
平成１８年７月 栗橋５，３５２m3/s 漏水被害１箇所
（前線降雨） 取手４，０８１m3/s

野田１，３２１m3/s
平成１８年１０月 栗橋２，２００m3/s
（台風１６号） 取手　流観無し 浸水被害２箇所（利根川下流部） 床下浸水１８戸

野田　流観無し
平成１９年９月 栗橋９，２９７m3/s※ 漏水・河岸被害等３箇所（利根川上流部）
（台風９号） 取手７，２３７m3/s※ 漏水・浸水被害等３箇所（利根川下流部） 床下浸水６戸

野田１，９６０m3/s※ 河岸被害等２箇所（江戸川）



昭 和 ５ ５ 年 以 降 の 災 害 発 生 箇 所

凡 例
● H10洪水漏水箇所
● H10堤防陥没箇所
● H10河岸被害箇所
● H13洪水漏水箇所
● H13河岸被害箇所
● H13洪水河岸被害箇所
● H14洪水漏水箇所
● H14洪水河岸被害箇所
● H16洪水河岸被害箇所
● H18洪水漏水箇所
● H19洪水河岸被害箇所
● H19洪水漏水箇所

●

●

●栃木県野木町（Ｈ１６）

●埼玉県北川辺町漏水状況（Ｈ１８）

●群馬県明和町漏水状況（Ｈ１９）

群馬県

栃木県

埼玉県 茨城県

千葉県

東京都

家屋浸水
●

H10、H13、H14、H16、H18、H19
家屋浸水有り

●

●茨城県神栖市浸水状況（Ｈ１３）●千葉県香取市漏水状況（Ｈ１９）

●

１７

●

●

●

●●



利根川流域の土地利用は、約７割が山林。
農地は流域の１／４を占める。

関東地方１都５県は、平野面積が約６割。

災 害 発 生 時 の 影 響 変 化

計画策定当時に比べ、流域内人口及びそれに伴う資産等も増加しており、河川整備の必要性は高まっている。

流域内人口 昭和５５年

約９０５万人

平成１２年

１，２３６万人（約１．４倍）

１８

平成７年

１，２１４万人

利根川流域の土地利用図

関東地方１都５県には全国の人口の約１／４
が集中。
高度経済成長期には、東京の人口が急増。
それ以降、周辺都市がベッドタウンとして人口
が急増。

関東地方の人口の推移関東地方の地形

関東地方の土地利用

利根川流域の
土地利用割合

6%

25%

69%

流域面積

約１６，８４０km2

山地等

農地

宅地等

市街地

※出典：河川現況調査



前 回 再 評 価 （ 平 成 １ ４ 年 ） 以 降 の 主 な 整 備 内 容 凡例

● 平成１９年度実施箇所

● 完成箇所

継 続

完 成

稲戸井調節池整備
（S45～）

新川通高規格堤防
（H9～H19）

上新郷高規格堤防
（H8～H20）

大高島高規格堤防
（H12～H20）

目吹高規格堤防
（H17～H27）

邑楽第二排水樋管改築
（H16～H17）

栗橋水防拠点整備
（H17～H19）

北川辺築堤
（H17～H26）

首都圏堤防強化対策（Ⅰ期）
（H16～H25）

●

●
●

●
●

●

●
●

首都圏氾濫区域堤防強化対策事業

（H16～H25）

山王地区高規格堤防

（H7～H20）

木津内地区高規格堤防

（H5～H16）

木野川地区高規格堤防

（H12～H16）

座生地区高規格堤防

（H2～H16）
堤台地区高規格堤防

（H10～H19）
鍋小路地区高規格堤防

（H19～H28）

東金町地区高規格堤防

（H12～H21）

下矢切地区高規格堤防

（H15～H19）

行徳可動堰改築

（H5～H25）

押付地区高規格堤防
（H10～H27）

太田新田築堤
（H14～H22）

安西地区高規格堤防
（H9～H26）

本宿耕地地区高規格堤防
（H11～H21）

松岸浚渫
（H14～）

●

●

無堤部箇所
（H14～）

●

高谷地区高規格堤防

（H1６）

１９

事業の進捗状況等



利根川の支川である鬼怒川等の合流が利根川本川に影響を与えないように調節池に一時的に貯留させ、洪
水量を調節することを目的に、田中、稲戸井、菅生調節池の整備を行っています。

調節池の整備は、①周囲堤、囲繞堤の整備、②越流堤の整備、③池内掘削の手順で進めます。

田中、菅生調節池は、昭和３０年代に暫定的な整備が終わり、調節池として運用されています。

現在は、稲戸井調節池の整備を進めているところです。

周囲堤

囲繞堤

越流堤（現況）

越流堤（将来）

河道（低水路）

排水門

凡 例

●守谷市 ●取手市

●我孫子市
●柏市

茨城県

千葉県

稲戸井調節池

菅生調節池

田中調節池

利根川

面積 （km2)

（百万m3） 60.68 19.01 26.90

位置 （km） 87.5 93.5 100.0

延長 （ｍ） 450 215 280

（百万m3）

位置 （km）

延長 （ｍ）

田中調節池

11.75

Ｓ３３
概成

調節池名 稲戸井調節池 菅生調節池

5.924.48

現況
Ｈ２０
概成
予定

工事実施
基本計画

Ｓ３５
概成

治水容量

越流堤

95.53

93.5

1,178

治水容量

越流堤
357

28.50

100.5

175

30.80

93.5

２０

中流部調節池整備事業（田中調節池、稲戸井調節池、菅生調節池



具体事例 稲戸井調節池整備

稲戸井調節池は、田中・菅生調節池と合わせ、洪水時に鬼怒川の合流量が利根川のピーク合流量に影響
を与えないように調節し、利根川下流への洪水軽減を図る施設である。

越流堤

越流堤予定箇所
越流堤予定箇所

稲戸井下流排水樋管

稲戸井排水門

洪水時の稲戸井調節池（H13.9台風15号時）

古戸樋管

越流堤

越流堤予定箇所
越流堤予定箇所

稲戸井排水門

古戸樋管

稲戸井下流排水樋管

平常時の稲戸井調節池

菅生調節池

菅生調節池

稲
戸
井
調
節
池

稲
戸
井
調

節
池

田
中
調
節
池

田
中
調
節
池

柏
市

取
手
市

守
谷
市 守

谷
市

取
手
市

稲戸井調節池

位置図

周囲堤
囲繞堤
越流堤（現況）
越流堤（将来）
河道（低水路）
排水門

凡 例

●守谷市 ●取手市

●我孫子市
●柏市

茨城県

千葉県

稲戸井調節池

菅生調節池

田中調節池

利根川

①実施箇所

左岸：茨城県守谷市野木地先～茨城県取手市野々市地先
（87km～95km）

②実施内容

築堤：約15,700m、越流堤：215m、掘削：約1,200万m3
水門等：２箇所、樋管：１０箇所、用地買収：約330ha

③実施期間

昭和４５年に着手し、継続中

④進捗状況（平成１９年度まで）

築堤：約１５，０００ｍ（進捗率９６％）

水門：２箇所（進捗率１００%）

樋管：９箇所（進捗率９０%）

用地買収：約１８０ha（進捗率６０%）

２１



下流部の流下能力の増大を図るための河道浚渫は処分費用及び運搬費用が事業費の大半を占めるため、

圃場整備事業及び無堤部築堤等と一体となって施工することによりコスト縮減を図って、事業の進捗を推進

している。

築堤

道路整備

２２

下 流 部 河 道 浚 渫



具体事例

利根川下流部浚渫

下流部の流下断面不足箇所の浚渫を行うことにより、全川にわたり流下能力を増加
させます。

①実施箇所
利根川-1.5㎞～85.5㎞

②実施内容
浚渫：約3,800万㎥

③実施期間
昭和５５年に着手し、継続中

④進捗状況（H19.3末現在）
浚渫：約1,200万㎥（進捗率31.6％）

浚渫量（昭和55年～平成18年）

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

-1.5 3.5 8.5 13.5 18.5 23.5 28.5 33.5 38.5 43.5 48.5 53.5 58.5 63.5 68.5 73.5 78.5 83.5

(m3)

浚渫量

２３



昭 和 ５ ５ 年 以 降 の 堤 防 整 備

２４

◆利根川上流
年度 完成堤防（ｋｍ） 整備率（％）

昭和55年 16 7.7%
平成９年 72 34.5%
平成13年 78 37.3%
平成18年 85 40.5%

◆利根川下流
年度 完成堤防（ｋｍ） 整備率（％）

昭和55年 123 54.4%
平成９年 130 57.5%
平成13年 147 65.3%
平成18年 153 67.8%

◆江戸川
年度 完成堤防（ｋｍ） 整備率（％）

昭和55年 1 0.5%
平成９年 22 20.3%
平成13年 24 22.4%
平成18年 33 30.6%



利根川水系の現状 堤防詳細点検（浸透に対する安全性）状況

背景

堤防は、古くから逐次強化を重ねてきた長い治水の歴史の産物であるが、過去に築造された堤防には、

十分な管理が出来ずに造られるなど、必要な強度を有しないものもある。

一方、近年の異常な気象を踏まえると、想定を超える豪雨の長期化も考えられることなどから、平成８年

度より事前調査に着手し、平成１４年７月の「河川堤防設計指針」策定に伴い、平成１４年度より堤防の質
的な安全性の確認に着手した。

60.4%

78.0%

38.6%

39.6%

22.0%

61.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

江戸川

利根川上流

利根川下流

H18年末迄点検済要対策区間
H18年末迄点検済対策不要区間

●埼玉県加須市漏水状況（Ｈ１３）

２５



埼玉県栗橋町周辺は地下水の過剰な汲み上げによって広域的に地盤沈下しています。

これに伴い、利根川の堤防も約１ｍ沈下して所定の高さを確保出来ない状況になっています。所定の堤防高
を確保する緊急性から堤防の嵩上げを実施しています。

整備にあたっては、背後地の資産の大きい右岸側から実施し、現在は左岸側に着手しています。

北川辺町
北川辺町

利根川周辺の地盤沈下状況

整備箇所：埼玉県北川辺町（利根川左岸 １３２．５ｋ～１３９ｋ付近）

延長 約６，５００ｍ

事業期間：平成１７年度～平成２１年度（予定）

Ｈ．Ｗ．Ｌ

１：５

Ｈ．Ｗ．Ｌ

１：５

２６

地 盤 沈 下 対 策 事 業



①事業箇所：埼玉県吉川市～埼玉県深谷市
利根川 ： 小山川合流点 ～ 江戸川分派点
江戸川 ： 江戸川分派点 ～ 常磐高速自動車道

江戸川橋梁上流付近

②事業内容：堤防強化対策（堤防拡幅）
延長約７０ｋｍ

③全体工期：平成１６年度～平成２５年頃（予定）

整備効果
堤防拡幅により、現在の堤防の浸透に対する安全性
が向上し、首都圏の安全が向上します。

利根川上流及び江戸川の右岸堤防は、もし大洪
水により決壊した場合には、そのはん濫水により、
首都圏が壊滅的な打撃（最大被害額約３４兆円）を
受ける恐れがあります。
また、近年の洪水においても、堤防などへの浸透
による漏水や、洪水による堤防の洗掘などの被害
が発生しており、現在の堤防は必ずしも安全とは言
い難い状況にあります。このため、首都圏をはん濫
区域に持つ堤防について、浸透や洗掘に対しての
安全性を評価したうえで、必要な区間において堤防
の拡幅による堤防強化対策事業を実施しています。

ＨＷＬ

堤
防
拡
幅

川裏
１：７

現在の堤防

利
根
川

２７

首 都 圏 氾 濫 区 域 堤 防 強 化 対 策 事 業



群馬県
宇都宮

熊谷

埼玉県

東京

前橋

千葉県

千葉

川崎

霞ヶ浦

水戸

土浦

茨城県

神奈川県

立川

浅川 東京都

大宮

古河

鬼
怒
川

小
貝
川

江
戸
川

凡　　　例

完 了 地 区

事 業 中 地 区

高規格堤防整備範囲

超 過 洪 水 対 策 （ 高 規 格 堤 防 ）

計画を超える洪水が発生しても、壊滅的な被害を防止することを目的に高規格堤防を整備しています。高規
格堤防は、原則として、用地買収を実施しないことから、土地区画整理事業等のまちづくり事業と連携できる
箇所から進めています。

高規格堤防整備状況（H18.4）

江戸川

市 川 南

妙 典 1.10　

0.20

柳 原 0.10

柴 又 0.09

西 金 野 井 0.25

幸手放水路 0.15

関 宿 0.60

完了区間 （㎞）

座 生 0.70

木 野 川 0.20

木 津 内 0.17

高 谷 0.05

吉 妻 2.30

東 金 町

下 矢 切 0.45

　 0.20

堤 台 0.95

山 王 0.55

事業中区間 （㎞）
利根川

津 ノ 宮

小 見 川 0.06

　 0.10

矢 口 1.78

須 賀 0.80

出 津 0.40

戸 頭 0.22

山 王 0.20

大 越 0.29

常 木 0.23

伊 賀 袋 0.42

藤 畑 0.24

藤 岡 0.05

舞 木 0.35

完了区間 （㎞）

安 西

本 宿 耕 地 0.62

　 0.15

押 付 0.83

新 川 通 0.41

大 高 島 0.60

上 新 郷 0.44

目 吹 0.29

事業中区間 （㎞）

２８



具体事例 新川通高規格堤防

計画規模を越える洪水による壊滅的な被害を回避するため、利根川上流においては、茨城県取手市及び
千葉県我孫子市から群馬県太田市の早川合流点及び埼玉県深谷市の小山川までを高規格堤防整備区間
として整備を推進しています。（平成２年～）

当該地区は、河川防災ステーションとして、緊急時の災害復旧拠点となる水防センター、ヘリポート及び備
蓄資材置き場を整備するとともに、平常時には地域住民が親しめる公園等の施設とする。また、防災ステー
ションの下流側には、大利根町による「童謡のふるさとづくりの拠点施設」の整備を行っております。

標 準 断 面

高規格堤防

防災ｽﾃｰｼｮﾝ

童謡のふる里

凡 　　　例
①実施箇所

埼玉県北埼玉郡大利根町新川通地区

（利根川右岸134.1km～134.5km)

②実施内容

施工延長：410m、施工幅：340m、盛土高：13m

③実施期間

平成９年度より着手し、平成２０年度完成予定

④施工経緯

地盤改良、道路・水路付け替え、場内整備、水防センター

２９
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遊水地なし

遊水地あり

HWL

ＨＷＬ　Y.P.+20.855

S22.9 9.17m

H19.9.7 15:00
7.83m

遊水地なし 8.57m
遊水地の効果量

約74cm
避難判断水位 8.4m

渡良瀬遊水地は、平成19年9月7日11時より越流を開始し、８日６時３０分まで洪水調節を行いました。３調節池における最大越流量
は概ね1,641m3/sと想定され、総貯留量は概ね1,995万m3を貯留し、栗橋地点の最高水位を７４ｃｍ低下させた。

●栗橋地点の最高水位を約７４ｃｍ低下

栗橋観測所 平常時

栗橋観測所 ９月７日 15:00

第１下流越流堤

第１上流越流堤 第３越流堤

第２越流堤

３０

平成１９年９月台風９号での渡良瀬遊水地の治水事業効果



治水事業の費用対効果の考え方

３１



費用便益比の内訳

３２

■計算条件

・評価時点 平成１９年

・整備期間 昭和５５年から平成１９１年（２００年）

・評価対象期間は、整備期間＋５０年間

※１：建設費は、社会的割引率（４％）及びデフレーターを用いて現在価値化を行い
費用を算定。

※２：毎年定常的に要する費用と機械交換等の突発的・定期的な費用を算定。

河川改修事業に要する総費用（C） （前回）
①建設費 ※１ １７，９１４億円 １５，６９４億円
②維持管理費 ※２ ９，４４５億円 ８，０４８億円
③総費用（①＋②） ２７，３５９億円 ２３，７４２億円



※治水施設の整備によって防止し得る被害額（一般資産、農作物等）を便益とする。
評価対象期間（５０年間）に対し、社会的割引率（４％）を用いて現在価値化を行い

算定。

※施設については法定耐用年数による減価償却の考え方を用いて、また土地につい
ては用地費を対象として、評価期間対象後（５０年後）の現在価値を行い、残存価
値として算定。

３３

■算定結果（費用便益比）

Ｂ／Ｃ ＝

便益の現在価値化の合計＋残存価値

建設費の現在価値化の合計＋維持管理費の現在価値化の合計価値

６９２，１４５＋０．４

１７，９１４＋９，４４５
＝ ２５．３ （前回Ｂ／Ｃ＝２４．８）

□残存価値 ０．４億円

総便益（B) （前回）
洪水氾濫被害防止効果 ６９２，１４５億円 ５８７，７８１億円



【参考】費用便益比の内訳（残事業について）

３４

■計算条件

・評価時点 平成１９年

・整備期間 平成２０年から平成１９１年（１７１年）

・評価対象期間は、整備期間＋５０年間

※１：建設費は、社会的割引率（４％）及びデフレーターを用いて現在価値化を行い
費用を算定。

※２：毎年定常的に要する費用と機械交換等の突発的・定期的な費用を算定。

河川改修事業に要する総費用（C） （前回）
①建設費 ※１ １４，３１３億円 １１，１８３億円
②維持管理費 ※２ ３，０７８億円 ６，８４７億円
③総費用（①＋②） １７，３９１億円 １８，０３０億円



※治水施設の整備によって防止し得る被害額（一般資産、農作物等）を便益とする。
評価対象期間（５０年間）に対し、社会的割引率（４％）を用いて現在価値化を行い

算定。

※施設については法定耐用年数による減価償却の考え方を用いて、また土地につい
ては用地費を対象として、評価期間対象後（５０年後）の現在価値を行い、残存価
値として算定。

３５

■算定結果（費用便益比）

Ｂ／Ｃ ＝

便益の現在価値化の合計＋残存価値

建設費の現在価値化の合計＋維持管理費の現在価値化の合計価値

１８４，５９２＋０．８３９

１４，３１３＋３，０７８
＝ １０．６ （前回Ｂ／Ｃ＝９．５）

□残存価値 ０．８３９億円

総便益（B) （前回）
洪水氾濫被害防止効果 １８４，５９２億円 １７０，８０４億円



ブロックＡ

ブロックＣ

ブロックＢ

左岸側さまざまな確率
規模の流量

ブロックＤ

ブロックＡ

ブロックＣ

ブロックＢ

ブロックＤ

右岸側

さまざまな確率
規模の流量

治水対策施工前の氾濫域
治水対策施工後の氾濫域

左岸側

氾濫に伴う想定被害額の算定にあたっては、
「治水経済調査マニュアル（案）」に基づき、
該当項目ごとに被害額を算出します。

浸水被害額の算定

直接被害

●家屋
●家庭用品
●事業所償却・在庫資産
●農漁家償却・在庫資産

●農作物
●公共土木施設等

間接被害

●営業停止損失
●家庭における応急対策費用
●事業所における応急対策費用
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治水対策施工前

治水対策施工後

右岸側

洪水調節に係る便益の算定

河川改修の
主な項目
●築堤
●河道浚渫
●堤防強化
●高規格堤防



氾濫ブロック分割図

浸水被害額の算定に先立ち、氾濫シミュレーションを実施する際のブロック分割図を以下に示す。

銚子

荒川→

利根川→

江戸川

鬼怒川
小貝川

常陸利根川

霞ヶ浦思川

巴波川

渡良瀬川
渡良瀬

遊水地

菅生

調節池

稲戸井

調節池

田中

調節池

Ａブロック

Ｅブロック

Ｂブロック Ｃブロック
Ｄブロック

Ｄ－２

Ｆブロック
Ｇブロック

栗橋

八斗島
取手

布川
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「利根川・江戸川改修事業」の再評価の視点

②事業の進捗の見込みの視点

→ 現在、事業は順調に進んでおり、今後の実施のめど、進捗の見通しについては、特に大きな支障はない。

事業実施に当たっては、地元との調整を充分行い、実施する。

③コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

→ 近年の技術開発の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減の可能性や事業手法、施設規模等の見直しの可能

性を探りながら、今後とも事業を進めていく方針である。具体的には、プレキャスト製品の活用、根固めブロックの再利用、

公共残土を活用した堤防整備、水門・樋管等のスリム化、干潮区間のカゴマットの採用、他事業と一体となった浚渫等、より

一層の建設コスト縮減に努める。

２）事業の投資効果

→ 費用対効果分析については、河川整備計画策定に当たって改めて算出するものであるが、今回は、前回(平成１４年度)
評価時に算出した費用対効果と基本的な条件は変えずに、評価基準年を平成１９年度として、現在価値化したものを示

す。

①事業の必要性等に関する視点

１）事業を巡る社会経済情勢等の変化

→ 利根川・江戸川は、ひとたび氾濫すると、その被害は首都東京まで及び、その周辺には都市化の著しい埼玉県、

千葉県等が含まれており、氾濫被害は甚大となる。よって、引き続き堤防整備、護岸整備、調節池整備等を進める

必要がある。

・平成１３年９月洪水では、大規模な漏水が発生するなど、堤防の安全性は未だ不十分。

３８

総事業費
（億円）

利根川上流改修事業 21,674

利根川下流改修事業 46,353

江戸川改修事業 16,890

平成１９年度評価時 Ｂ／Ｃ Ｂ（億円） Ｃ（億円）

25.3 692,145 27,359



３９

•今回、審議対象となっている事業については、当面継続していくこととする。

•河川整備計画については、策定後速やかに、その結果を事業評価監視委員会に

報告する。

今後の対応方針（案）


